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はじめに

平成26年５月１日、秋田市上下水道局（以下「上下水道局」という。）

が発注した修繕の業者選定で便宜を図った見返りに金品を受領したとして、

同局浄水課主席主査（以下「元職員」という。）が収賄容疑で逮捕される

という、水道事業ひいては秋田市行政の信用を著しく損ねる極めて残念な

事件（以下「本事件」という。）が発生した。

上下水道局収賄事件調査・再発防止委員会（以下「調査・再発防止委員

会」という。）は、本事件の発生を受けて、事実関係の調査、原因の究明、

再発防止策の策定等について検討を行うため、外部委員２名を含む５名の

委員による私的諮問機関として平成26年５月９日に設置されたものである

（32頁の資料１）。

調査・再発防止委員会は、本事件から学んだ反省点を速やかに業務に反

映させ、徹底的な再発の防止に努めるため、関係職員に対する事情聴取が

主に行われた仁井田浄水場２群高速沈殿池ジェット配管修繕（以下「ジェ

ット配管修繕」という。）を中心に検証し、事務執行に関する事実関係や

原因をもとに、再発防止策等をまとめた中間報告書を平成26年６月23日に

公表した。

その後、本事件に係る収賄贈賄被告事件（以下「贈収賄事件」とい

う。）の公判が行われ、平成26年10月10日には、元職員に対し懲役２年執

行猶予３年の有罪判決が言い渡された。この公判の中で明らかになった事

実も含め34頁の資料２に示す審議により検証を行い、その改善策をまとめ

るとともに、再発防止策の取組について進捗状況を報告し、本事件に係る

最終報告書とする。
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第１ 本事件の経緯

平成14年４月１日 元職員が下水道部下水道施設課へ異動

平成24年４月１日 元職員が上下水道局浄水課（以下「浄水課」と

いう。）へ異動

平成25年３月11日 元職員が仁井田浄水場で賄賂として現金16万円

を収受

９月27日 ジェット配管修繕に係る緊急修繕施行伺を起案

（同日に決裁）

９月30日 ジェット配管修繕に係る契約を有限会社髙富製

作所（以下「髙富製作所」という。）と締結

平成26年１月23日 ジェット配管修繕の完了

３月22日頃 元職員が秋田市内の漁船舶係留施設において、

賄賂として船外機１台等を収受

５月１日 元職員が収賄容疑で逮捕

秋田県警が上下水道局川尻庁舎、仁井田浄水場

および八橋下水道終末処理場の家宅捜索を行い

619点の資料を押収（最終の押収点数は674点）

秋田市上下水道事業管理者（以下「管理者」と

いう。）が綱紀の保持について口頭訓示

５月９日 秋田市議会建設委員会へ報告

調査・再発防止委員会を設置

５月14日 第１回調査・再発防止委員会を開催

５月21日 コンプライアンス意識に関する調査を開始（６

月11日まで）

５月22日 元職員が収賄罪で起訴

５月23日 元職員と接見、休職辞令を交付

６月９日 元職員が収賄罪で追起訴

６月18日 第２回調査・再発防止委員会を開催

６月20日 関係職員を処分（36頁の資料３）

６月21日 第３回調査・再発防止委員会を開催
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６月23日 秋田市議会６月定例会建設委員会で「収賄事件

に関する中間報告書」を公表

７月９日 贈収賄事件第１回公判

７月15日 平成25年度に行った50万円以下の修繕（以下

「小規模修繕」という。）の状況に関する調査を

実施（22日まで）

９月３日 贈収賄事件第２回公判

10月10日 贈収賄事件の判決言渡し

10月23日 第４回調査・再発防止委員会を開催

10月25日 贈収賄事件の判決確定

11月10日 公判記録の閲覧を請求

12月３日 公判記録の閲覧

12月５日 第５回調査・再発防止委員会を開催

※事件発生後、平成26年５月１日から同月20日まで、警察および検察

の事情聴取を受けた職員は21名、その回数は延べ62回であった。
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第２ 本事件の背景

１ 職場環境

元職員が所属していた浄水課は、上下水道局の川尻庁舎から南東方

向へ約4.5キロメートルに位置する仁井田浄水場内に執務室があり、

仁井田、豊岩、仁別、松渕および俄沢の各浄水場と２箇所のポンプ場、

12箇所の配水場の維持管理を行っている。課内には、土木建築物の維

持管理、浄水場運転業務の管理指導および浄水施設の管理を行う浄水

管理係と、電気、計装および機械設備の維持管理や施設改良工事を行

う設備係があり、それぞれ分担して業務を行っている。

浄水施設を適正に維持管理するためには、関係業者の技術協力等を

必要とするケースが多いことから、維持管理を担当する職員は、限ら

れた業者と接触する機会が多くなるという職場環境の特性が、本事件

の背景にあると考えられる。

〔平成25年度浄水課組織図〕

浄水課長

課長補佐

浄水管理係８名 設備係９名 水質管理室９名

２ 業務の執行体制

浄水課においては、各業務に主担当と副担当を置いて補完とチェッ

クを行う体制をとっている。しかし、受注可能な業者が少ない中で過

去に良好な施工実績を有する業者であるとの予断をもって業者を選定

して契約を締結しようとする場合においては、副担当制によるチェッ

ク体制は有効に機能しないことが考えられる。

上下水道局における修繕に係る契約のうち、地方公営企業法施行令

（昭和27年政令第403号）第21条の14第１項各号の規定に該当するも

のについては随意契約により行っている。そのうち、同項第５号（緊

急の必要により競争入札に付することができないとき。）に該当する
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場合は「緊急修繕」として、通常の随意契約手続とは異なる方法によ

り行っている。

これらの緊急修繕は、市民のライフラインを守るために迅速性を重

視し、契約手続を簡易にし、着手までの期間を短縮するものであるた

め、通常の入札手段と比較し、チェック機能が働きにくい一面があり、

本事件の遠因となった可能性がある。

また、７月９日の第１回公判では、随意契約における不適切な相見

積書の徴取の実態が指摘されており、本事件の要因となった可能性が

ある。

なお、ジェット配管修繕については、本事件により上下水道局に損

害が発生していたおそれがあるため、緊急性、修繕価格、業者選定等

を詳細に検証した。

３ 元職員の職務権限

元職員は、浄水課主席主査として、浄水場の機械設備の修繕を主に

担当するとともに、これまでの経験を活かして若手職員を指導する立

場にあった。

修繕の発注に当たり元職員は、設計書の作成およびこれに伴う積算

ならびに随意契約の方法を選択した場合における業者選定案の作成を

担当していたものである。

４ 職員のコンプライアンス意識

本事件の直接的な原因は、元職員のコンプライアンス意識の欠如に

ある。

上下水道局では、コンプライアンス研修を毎年実施してきたが、内

容は、交通法規に関するものであり、汚職をはじめとする非違行為に

関するものではなかった。

結果として、汚職に対する職員の認識の甘さが本事件を誘発する要

因になっており、日常の注意喚起や研修による職員への啓発が不足し

ていたと考えられる。

なお、服務に関する職員への通知および上下水道局が行ってきた職

員研修の実績を37頁の資料４に示す。
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第３ 公判で明らかになった事実

１ 元職員と髙富製作所との関係

元職員は、下水道施設課時代の平成15年春頃に、八橋下水道終末処

理場の設備修繕に下請業者として出入りしていた髙富製作所の社員

（以下「社員」という。）と知り合い、髙富製作所の技術を高く評価

し、小規模修繕を受注できるよう秋田市小規模修繕契約希望者登録を

勧め、髙富製作所は小規模修繕業者名簿への登録を行った。以後、髙

富製作所は、平成21年度から平成25年度までに52件の修繕を受注する

こととなった。これら52件の修繕のうち、47件は元職員が担当者とし

て業者選定案を作成しており、うち２件については、設計金額が50万

円を超えても随意契約ができる緊急修繕によるものであった。元職員

は、このような修繕の受発注により、髙富製作所との関係を深めてい

った。

２ 金品の授受

(1) 濃縮槽汚泥掻寄機修繕の受注に対する謝礼
か き よ せ

社員は、元職員のおかげで修繕を受注できること、および上下水

道局からの受注により髙富製作所の社会的信用が高まったことに感

謝していた。元職員はこれを利用し、趣味で所有していた船に使用

する船用具の提供、船の陸揚げおよび固定ならびに自宅の犬小屋の

作製に係る役務の提供等を受けるようになった。

平成24年10月には濃縮槽汚泥掻寄機の修繕を緊急修繕として髙富
か き よ せ

製作所へ発注し、上下水道局は約190万円を髙富製作所へ支払った。

元職員は、かねてから使用していた船の係留施設に不便を感じて

いたところ、社員から別の係留施設で使用希望者を募集していると

の情報を聞き、その手続の代行を依頼した。元職員は、濃縮槽汚泥

掻寄機修繕を受注させた謝礼として、この手続に係る費用16万円の
か き よ せ

肩代わりを期待して「お金がない。どうしよう。」と暗に要求した。

社員は、現金の供与に心理的な抵抗を覚えたものの、元職員のおか

げで修繕を受注できたのであり、今後も同様の取り計らいを受けた
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いと考え、現金16万円の供与を決心し、仁井田浄水場内の駐車場で

現金の授受を行った。

(2) ジェット配管修繕の受注に対する謝礼

平成25年９月には、元職員は緊急修繕によりジェット配管修繕を

髙富製作所に発注し、上下水道局は約1,052万円を同社へ支払った。

社員は、このお礼をしようと元職員に対し何か欲しいものはないか

と尋ねたところ、船の電動式ドライブユニットが欲しいと告げられ

た。社員は中古品を探したものの適当なものが見つからず、やむな

く新品の船外機一式（取付工事費を含む。約114万円）の供与を決

意し、元職員に提案した。元職員は、その額が高額であったことか

ら少し躊躇したが、その程度であれば髙富製作所の懐も痛まないし、
ち ゆ う ち よ

社員が黙っていれば発覚しないと考え、後日、ジェット配管修繕の

現場で、賄賂の要求を行った。

社員は、平成25年11月、船舶業者へ船外機の取付等を依頼し、平

成26年３月に元職員へ船が引き渡された。

３ 緊急修繕によるジェット配管修繕の発注

元職員は、平成24年11月までにジェット配管が腐食していることを

把握し、大規模な修繕が必要な状況であることを認識していた。

他にも受注可能な業者はあったが、大規模な修繕であっても緊急修

繕であれば、随意契約により髙富製作所に受注させ、その見返りを期

待することができると考えた。また、発注に当たり、髙富製作所はジ

ェット配管修繕に係るステンレスの曲げ加工を外注する予定であるこ

とを知りながら、パイプベンダーを保有している事実を利用して随意

契約を締結しようともくろんだ。

４ 不適切な相見積書の徴取

随意契約では、２者以上から見積書を徴取することとしているが、

元職員は、担当する機械設備の小規模修繕を髙富製作所に受注させる
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ため、社員に髙富製作所の見積書の提出と他社の見積書のとりまとめ

を依頼した。社員は、髙富製作所の見積金額よりも高い金額の他社の

見積書を用意し、元職員は、その見積書を使用して45件の小規模修繕

を髙富製作所に受注させた。

公判では、検察側から「本来的には担当者が他社の相見積書を徴す

る必要があったものの、実際は担当者が選んだ業者の側で自社より高

い見積額の相見積りを形だけ用意するやり方が黙認されていた。」と

の冒頭陳述があったほか、これを裏付けるものとして、髙富製作所と

同業の他社に勤務する者の供述調書が甲号証として提出された。

５ 接見時の元職員の発言と冒頭陳述との相違

平成26年５月23日、上下水道局総務課長ら３名の職員は、秋田中央

警察署内で起訴された元職員と接見した。元職員は、自らの行為を謝

罪し、事件については「１本の缶コーヒーから始まった。自分から賄

賂を要求したことはない。」と答えた。また、濃縮槽汚泥掻寄機修繕
か き よ せ

のお礼はなかったかとの質問に対しては「なかった。」と答えた。

しかし、その後、濃縮槽汚泥掻寄機修繕の謝礼としての現金の授受
か き よ せ

について追起訴があったほか、公判において、こうした発言が嘘であ

ったことが明らかとなった。
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第４ 本事件に係る事務執行の検証

１ ジェット配管修繕に係る検証

本事件に関して行われた関係職員21名、延べ62回の事情聴取が、主

に「ジェット配管修繕」についてであったことを踏まえ、はじめに当

該修繕が事務執行に及ぼした影響について、緊急性、修繕価格、業者

選定および局内の意思形成過程の各項目ごとに、次のとおり検証を行

った。

(1) ジェット配管修繕の概要と契約手続

ア ジェット配管修繕の概要

(ｱ) 仁井田浄水場の概要

仁井田浄水場は、給水能力が１日当たり15万4,600立方メー

トルで秋田市の人口の約79％に水道水を供給する基幹施設であ

るが、施設や設備の老朽化が著しい上、主要設備の部品につい

ては入手が困難になりつつあることから、平成32年度の全面更

新を目指し、検討を進めている。

(ｲ) 高速沈殿池

仁井田浄水場の高速沈殿池は、フロック（濁りの塊）の形成

と沈殿の操作を一つの装置により短時間の滞留で行う機能を備

え、流入するフロックを既成の高濃度フロック群が吸収して急

速にフロックを凝集沈殿させ、上澄みの水をろ過池へ送る設備

である。

(ｳ) ジェット配管

ジェット配管は、付属したノズルから高圧水流を放出して、

沈殿した汚泥を沈殿池の中心部にある汚泥を引き抜くためのピ

ットへ集めるための設備で、沈殿池の底近くに直径15ｍ（外

側）と直径10ｍ（内側）の円形配管が２段に据え付けられてい

る。

(ｴ) 修繕の内容

仁井田浄水場２群高速沈殿池の内側ジェット配管は、沈殿池
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建設当初の配管を補修を重ねながら使用してきたが、鋼管であ

るため、４池全てにおいて腐食が著しく、再溶接や塗装による

補修は不可能な状態であった。このため、４池全ての内側ジェ

ット配管を腐食に強いステンレス鋼管に更新したものである。

高速凝集沈殿池ジェット配管（修繕完了後）

イ ジェット配管修繕に係る契約手続

平成25年９月27日 緊急修繕施行伺起案および決裁

９月30日 緊急修繕契約締結

12月５日 変更契約締結（修繕価格を479千円減額）

平成26年１月23日 完了検査実施

１月31日 修繕代金支払

(2) 緊急性について

ア 修繕の必要性

(ｱ) 沈殿池におけるジェット配管の役割

沈殿池で汚泥の集積と引き抜きが適切に行われなければ、上

澄み水に濁りが混入し、次の工程のろ過池の機能を低下させ、

水道水の供給に支障を来すため、ジェット配管からの高圧水流

は、常に適正に稼働できる状態に保たれなければならない。

(ｲ) ジェット配管の状態と材質の選択

仁井田浄水場の２群高速沈殿池４池のうち、１号池から３号

池までは昭和42年、４号池は昭和52年に完成している。内側ジ

ェット配管は沈殿池建設当初の鋼管を、補修を重ねながら使用
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してきたが、平成24年11月には１箇所のノズルの脱落が、25年

９月の定期点検時には新たに３箇所のノズルの脱落が認められ

ており、４池全てにおいて腐食が著しく、再溶接や塗装による

補修は不可能な状態であった。

平成25年９月の定期点検時の写真

最近では、沈殿池内部の配管はステンレス鋼管を用いるのが

一般的であり、ステンレス鋼管への更新は適切であったと考え

る。

高速凝集沈殿池ジェット配管（修繕前）

(ｳ) 修繕の必要性

ジェット配管の役割、材質および腐食の進行状況を考慮すれ

ば、応急的な補修で機能を維持できるとは考えられず、配管全
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体を取り替える必要があったものと認められる。

イ 工期の選択

ジェット配管の修繕は、水需要の動向、運転状況、原水の水質

による処理効率の低下、冬期間の状況等を考慮して行われる。

(ｱ) 水需要の動向

年間の水需要は、４月から８月にかけて気温の上昇とともに

増加し、９月以降は気温の低下とともに減少する。

平成25年度における２群系の取水量実績は以下のとおり。

取水量(㎥/日) ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最 大 73,196 78,626 77,545 78,545 82,475 74,043

平 均 64,847 65,422 70,101 68,918 70,496 65,359

取水量(㎥/日) 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

最 大 73,212 73,236 72,235 69,747 66,624 64,500

平 均 65,661 65,223 65,626 63,728 63,578 61,493

※年間平均取水量：65,884㎥／日

(ｲ) 沈殿池の運転状況

仁井田浄水場２群高速沈殿池は全部で４池あり、処理能力は

１池当たり30,000㎥／日、４池合計120,000㎥／日である。

しかし、通常は処理能力の５割から７割程度で稼働し、補修

や修繕が必要となった場合、１池を休止し残りの３池の稼働率

を上げることにより２群全体の処理能力を確保するものである。

(ｳ) 水需要増大期間の状況

平成25年度の２群系の取水量実績を見ると、６月から９月の

平均は約65,000から70,000㎥／日、最大値は８月11日の82,475

㎥／日となっており、沈殿池の稼働率は、平均値で約６割、最

大値で約７割となる。

仮に、この期間に１池を休止して修繕作業を行った場合、残

りの３池の合計処理能力の最大値は90,000㎥／日となるため、

稼働率は平均値で約８割、最大値で９割を超えることとなる。
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この状態で残りの３池に不測の事態が発生した場合は、直ちに

安定給水が確保できなくなるため、水需要が増加するこの時期

に１池を休止して修繕作業を行うことは、高いリスクを抱える

不適切なものである。

(ｴ) 原水の濁度上昇期間の状況

３月から４月にかけては、雪解け水により雄物川の水質が悪

化し、通常は一桁台で推移する濁度が20を超え、日によっては

100を超える場合もあるなど、原水濁度が上昇する傾向にあ

る。このため、沈殿池から排出される汚泥量が増加し、浄水処

理の効率が下がることから、１池ずつ順次運転を休止しながら

修繕を行うには適していない。

(ｵ) 冬期間の状況

厳寒期に当たる12月下旬から２月までは、沈殿池の水を抜い

て修繕した場合、配管の凍結への対応、沈殿池内の除雪などが

必要となり、作業効率は大きく低下する。

(ｶ) 工期の選択に係る検証結果

(ｳ)から(ｵ)までで把握したとおり、ジェット配管修繕は10月

から12月上旬までの間に、１池ずつ運転を休止し、順次修繕作

業を行う必要があったと認められた。

しかしながら、平成25年６月には、当該配管は更新を必要と

するほど腐食が進行していたのであり、浄水課は、この時点で

管理者に適切な報告をし、指示を仰いでおけば、結果的には計

画的な修繕ができたと推量される。このことについては(5)で

詳述する。

(3) 修繕価格

元職員が積算した修繕価格については、その妥当性を特に重点的

に調査し、明らかにしなければならない。改修後の現場を測量・調

査し、設計書を作成することにより修繕価格を検証した。

なお、検証に当たっては、設計書の客観性を確保するため、秋田
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市総務部公共施設監査保全室の監修を受けている。

ア 積算方法

(ｱ) 労務歩掛

水道の工事のうち管路布設などについては、所管官庁である

厚生労働省から標準歩掛が示されているが、当該修繕が行われ

た浄水場などの設備関係については厚生労働省はこれを示して

いない。したがって、設備関係については一般的に国土交通省

の下水道用設計標準歩掛表が使用されることから、本検証にお

いても、これを使用した。

(ｲ) 資材単価および加工歩掛

資材単価は、市販の「建設物価」（一般財団法人建設物価調

査会）と「積算資料」（一般財団法人経済調査会）を比較し、

安価な方を使用し、この二つにないものは、資材メーカー３社

のカタログの最も安いものに掛け率を乗じた価格を使用した。

ステンレスの曲げ加工に係る費用は、県外の業者から聞き取

った価格に掛け率を乗じた価格を使用した。

(ｳ) 資材数量

使用資材の数量は、当該修繕の施工現場を測量・調査し、ス

テンレス鋼管をはじめとする部材数量を算出した。

(ｴ) 諸経費率

労務歩掛表と同様に、国土交通省の下水道用設計標準歩掛表

を使用した。

イ 修繕価格に係る検証結果

(ｱ) 修繕価格の適正性

当該修繕価格10,521,000円に対し、検証結果は11,802,000円

となり、1,281,000円高い積算額となった。

積算結果を41頁の資料５に示す。

積算額に差が生じた主な原因は、本検証のため改めて現場を

測量・調査した結果に基づいて設計を行ったことによると考え
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られる。

(ｲ) 修繕後の機能

平成26年５月22日に沈殿池内を調査したところ、施工精度、

配管の溶接状況、稼働状況はいずれも適正であると確認でき、

当該修繕は適正に施工され、設備の機能も適正に維持されてい

た。

(4) 施工可能な業者に関する調査

業者選定が行われた平成25年９月当時において、当該修繕を自

社で施工可能な市内業者の存在を調査したところ、本市の建設工

事登録格付業者（鋼構造物工事）に登録されていた業者は９社で、

小規模修繕契約希望者登録業者（鋼構造物）に登録していた業者

は、髙富製作所を含め７社であった。

ジェット配管修繕は、内径80mm、曲率半径5,000mmのステンレ

ス鋼管を製作し、沈殿池内部で接続・据付けする技術が求められ

るものである。これを踏まえて、該当する15社について、施工が

可能であったかを聞き取り等により調査した。

調査結果を43頁の資料６に示す。

建設工事登録格付業者９社のうち、内径80mm、曲率半径5,000

mmの曲げ加工に用いるパイプベンダーを保有している事業者はな

かった。また、小規模修繕契約希望者登録業者のうち髙富製作所

を除く６社はパイプベンダーを保有しておらず、髙富製作所だけ

がパイプベンダーを保有していた。髙富製作所は、過去に１群の

ジェット配管修繕に携わっており、また、今回の特殊技術を要す

る修繕に速やかに対応できる体制にあったと考えられた。

(5) 局内の意思形成過程

ジェット配管修繕の実施に至る上下水道局内の意思形成過程につ

いて検証する。

ジェット配管修繕の発意から発注に至るまでの経過は、次のとお

りであった。
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ア ジェット配管修繕の実施に至る経緯

(ｱ) 平成24年11月の定期点検時

平成24年11月に実施した定期点検の結果、ジェット配管は腐

食により微少な孔などが相当数認められ、１箇所の噴射ノズル

の脱落が確認された。

この時点で、機械設備の維持管理を任務としていた元職員は、

更新の必要性は認識していたものの、緊急を要するまでは至っ

ていないと考えており上司に報告しなかったことから、浄水課

は、仁井田浄水場の全面更新計画時期である平成32年度までは

応急措置的な補修で対応可能と判断し、管理者への状況説明は

行わなかった。

(ｲ) 平成25年６月の定期点検時（14日、17日、18日および20日）

平成25年６月に実施した定期点検の結果、さらに腐食が進行

しており、孔の拡大、数の増加が見られた。

浄水課は、放置すれば排泥機能が低下し水処理性能に影響が

生ずるため、応急措置的な補修でなくジェット配管を更新する

必要があると判断するに至った。

平成25年度予算に計上していなかったことなどから実施時期

については、年度内施工が必要なほどの切迫度はないとして、

平成26年度実施計画への計上に向け、局内の合意づくりを進め

ることとした。

(ｳ) 平成25年８月の平成26年度実施計画担当者ヒアリング時

平成25年８月６日に実施された平成26年度実施計画担当者ヒ

アリングにおいて、新たに発生した課題として、平成26年度に

ジェット配管の修繕を実施する案を上下水道局総務課経営企画

係に説明した。

経営企画係は、安定給水の確保に大きなリスクを抱える課題

であり、さらに詳細な状況を把握して管理者ヒアリングに臨む

べきであると指摘した。

(ｴ) 平成25年９月の定期点検時（２日、３日、５日および６日）
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平成25年９月に実施した定期点検時に、新たに３箇所の噴射

ノズルの脱落を確認したが、浄水課では計画案を提出してきた

これまでの経緯を踏まえ、管理者ヒアリングでは、平成26年度

にジェット配管の修繕を実施する計画案を管理者に説明するこ

ととした。

(ｵ) 平成25年９月の平成26年度実施計画管理者ヒアリング時

平成25年９月24日に行われた上下水道局の事業に係る実施計

画管理者ヒアリングでは、リスク管理について掘り下げた議論

があり、噴射ノズルの脱落箇所の増加は、安定給水に重大な影

響を及ぼすおそれがあると判断され、平成26年度ではなく平成

25年度予算での実施を検討することとなった。

イ 浄水課の再検討

これに基づき、浄水課は再度検討した結果、次の理由により緊

急修繕による実施を管理者に提案することとした。

(ｱ) ジェット配管の腐食を放置した場合、浄水場全体の機能が低

下し、安定給水に支障を来すリスクが大きくなると認識したこ

と。

(ｲ) 脱落した噴射ノズルが排泥ポンプに引き込まれる二次被害の

発生が想定されること。

(ｳ) 12月下旬から２月までの厳寒期に施工した場合、沈殿池への

覆蓋の設置や除雪作業などによる作業効率の低下等に伴う仮設

経費の大幅な増加が見込まれること。

ウ 髙富製作所を選定した理由

当該修繕の発注を検討していた平成25年９月下旬時点で、浄水

課は、機械設備の維持管理を任務としていた元職員の虚偽の説明

により、仁井田浄水場の高速沈殿池の修理実績があり、速やかに

着工できるという条件を満たす業者は、髙富製作所だけと認識し

ていた。

また、見積価格については、元職員が実施計画用に髙富製作所
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以外の業者から徴取していた見積価格よりも安価であったことか

ら、髙富製作所を随意契約先とする緊急修繕施行伺を起案した。

エ 上下水道局内の最終意思決定

上記イおよびウにより、元職員は緊急修繕施行伺を平成25年９

月27日に起案し、同日中に管理者までの決裁を得て同月30日に契

約の締結に至った。

ジェット配管修繕の実施に至る上下水道局の意思決定は、３度

の定期点検結果を踏まえた２度の計画ヒアリングの中で、腐食の

進行と４箇所の噴射ノズルの脱落は、安定給水確保にリスクを抱

えるとの共通認識が醸成された中でなされたものであったが、結

果的にその認識に至るのに相当の時間を要したことから、上下水

道局は緊急修繕を選択せざるを得ない状況にあったと考えられる。

本件契約の内容は、次のとおりである。

契 約 名：仁井田浄水場２群高速沈殿池ジェット配管修繕

契 約 額：11,000,000円

契約方法：随意契約

契約相手：有限会社髙富製作所

契約期間：平成25年９月30日～平成26年１月30日

オ 元職員による緊急修繕でのもくろみ

平成24年11月に行った定期点検の結果から、元職員は、ジェッ

ト配管について緊急性は高くないものの、いずれ更新が必要な状

況であると認識していたが、平成25年１月にはジェット配管修繕

を入札参加資格のない髙富製作所に随意契約により受注させるこ

とをもくろみ、平成25年６月の定期点検後になって初めて、早急

に更新が必要な状況であることを上司に報告するとともに、緊急

修繕による発注を提案した。前述のとおり、浄水課は緊急修繕の

提案を認めなかったが、管理者の危機管理上の判断によって、最

終的には緊急修繕により発注することとなった。元職員がジェッ

ト配管の更新が必要だと認識した平成24年11月の時点で上司への
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報告をしていれば、秋田市上下水道局工事等請負業者選定審議部

会（以下「業者選定部会」という。）で慎重な審議が行われた上

で、競争入札が行われた可能性が高い。

カ 業者選定の結論

元職員は、髙富製作所がジェット配管修繕に係るステンレスの

曲げ加工を外注することを知りながら、髙富製作所が唯一、自社

でステンレスの曲げ加工ができる業者であると虚偽の説明をして

上司を納得させた。ステンレスの曲げ加工を外注するのであれば、

受注可能な業者は他にも市内にあったが、元職員がジェット配管

修繕を髙富製作所に受注させ賄賂の供与を受けようとしたため、

それらの業者を選定手続に参加させることができなかった。

確かに、このように上司を騙そうという悪意をもって書類が作

成され、虚偽の説明があったほか、緊急修繕施行伺を起案した当

時、相当切迫した状況が認められたこと、元職員が課内で機械設

備を専門とする技術職員の中では年齢、経験からリーダー的存在

であったことからすると、髙富製作所内部の事情を調査する必要

性を摘示したり、元職員と髙富製作所との癒着を看破することは、

必ずしも容易なことではないと思われる。

しかしながら、客観的に見ると業者選定の過程で、適正な契約

事務を執行するための注意義務を関係職員が十分に果たしていた

かといえば、疑問が残る点もあることから、再発防止に向けた業

者選定のあり方を真剣に検討する必要がある。

なお、ジェット配管修繕で採用した緊急修繕という発注形態は、

業者選定部会の審議を経ていないものであり公平性および透明性

を確保する視点からの改善が求められる。

２ 修繕に係る見積書徴取の事務執行に関する検証

公判において、随意契約では発注担当者が選んだ業者の側で、自社

より高い見積額の他社の見積書を形だけ用意するやり方が黙認されて
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いたとの検察側の冒頭陳述があったことから、修繕に係る見積書徴取

の事務執行について検証する。

(1) 契約事務における見積書徴取の原則

上下水道局における契約事務の取扱いについては、秋田市財務規

則（平成９年秋田市規則第37号）の例によることとしており、随意

契約事務においては、同規則第121条の規定により、契約の目的又

は性質により契約の相手方が特定されるとき、１件の予定価格が５

万円未満であるとき等を除き、２人以上の者から見積書を徴するこ

ととされている。

(2) 見積書徴取の現状

複数業者からの見積書の徴取は、入札の手続によらない随意契約

において、価格面で有利な金額を提示した業者と契約をするために

行う手続である。

第１回公判での検察側の冒頭陳述を受けて、平成25年度に上下水

道局が発注した小規模修繕に係る随意契約手続について調査を行っ

たところ、２者以上から見積書を徴取する場合では、特定の業者に

他業者の見積書の取りまとめを依頼し、複数の見積書を提出させる

ケースが多数存在することが判明した。

この取扱いでは、担当者から見積りの依頼を受けた業者が受注す

ることとなり、最終的に決裁によるとはいえ、実質的に担当者が業

者選定の権限を有することとなっていた。

こうした取扱いの背景には、秋田市財務規則第121条の規定の誤

った解釈により、複数の見積書を必要としないケースであっても２

者以上の見積書を添付して事務処理を行う古くからの慣例がある。

前述の随意契約手続についての調査では、平成25年度の小規模修

繕（少額契約を除く。）774件のうち、複数業者から見積書を徴取

したものが760件で全体の98.2％を占め、１者の見積書による単独

随意契約を行ったものが14件で1.8％となっていた（44頁の資料

７）。しかし、修繕の内容や性質についても併せて調査したところ、
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774件のうち、技術の特殊性や緊急性により、本来、単独随意契約

を行うべき修繕で、１者から見積書を徴取して契約すべきものが

401件（51.8％）、複数者から見積書を徴取して契約すべきものが

373件（48.2％）であったことがわかった。

上下水道事業では、市民のライフラインを維持するという業務の

性質上、緊急性や特殊性を有する修繕が多数存在する。目的や性質

が競争になじまない修繕であっても、複数の見積書を整えようとし

ていた取扱いが、他社の見積書を特定の業者に依頼することとなっ

た大きな要因であり、それが上下水道局の契約事務全体に波及した

ものと考えられる。

本事件では、小規模修繕を見積りにより発注する際、髙富製作所

に他社の見積書を用意させることを繰り返し、癒着を深めていった

実態があることから、契約関係規定の適正な解釈と厳格な運用が図

られるよう、早急に改善しなければならない。

３ 修繕業務に携わる職員への服務管理

浄水課の維持修繕担当職員は、浄水プラントの機能を適正に維持す

るため、関連業者と接触する機会を多く持つこととなる。

小規模修繕が日常的に発生する中で、浄水課は担当職員に業者との

接触の報告や記録化を義務付けていなかった。また、副担当制がとら

れていたものの機能していたとは言い難い。

こうしたことにより、元職員に業者選定の権限があるかのような印

象を業者に与えたことが、本事件の遠因になったと考えられる。

修繕業務に携わる課においては、業者との接触の記録化や副担当制

を機能させるよう職員および職場の管理体制の改善が必要である。
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第５ 再発防止の具体策

本事件に係る事実関係の整理および原因の究明を踏まえ、コンプライ

アンス意識の向上、職員管理のあり方、業務執行体制の見直しの各視点

から、次のとおり再発防止の具体策を講ずる。

なお、上下水道局の実施した職員意識調査は、45頁の資料８に示すと

おりであるが、ここに記載した個別の取組については、職員から提案さ

れたものも含まれている。

１ コンプライアンス意識の向上

(1) 不祥事の根絶に重点を置いた職員研修の充実

ア 緊急のコンプライアンス研修の実施

コンプライアンスの重要さを職員の意識に強く訴えるため、平

成26年度内に公務員倫理、コンプライアンス等、不祥事の根絶に

重点を置いた研修を実施する。

イ 計画的なコンプライアンス研修の実施

平成27年度以降は、本事件の教訓を風化させないために、毎年

度策定している上下水道局職員研修計画に位置づけてコンプライ

アンス研修を実施する。

(2) 課内研修およびＯＪＴの活用

上下水道局研修計画に位置付けて実施する研修以外に、各課所の

業務に関する技術継承、新任者教育等の観点から課内研修およびＯ

ＪＴ（オン・ザ・ジョブ・トレーニングの略で、日常業務を通じた

研修活動をいう。以下同じ。）を実施している。課内研修およびＯ

ＪＴは、業務内容に直結していることから、自分に必要なスキルは

何かを容易に理解することができる。

今後は、各課所の業務に固有のコンプライアンス要素を組み入れ

ながら、不祥事の根絶およびコンプライアンス意識の向上のために

課内研修およびＯＪＴを積極的に活用する。
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(3) 非違行為を具体的に示したセルフチェックシートの導入

個々の職員のコンプライアンス意識は、非違行為を絶対に起こさ

せないという組織の方針と、それを真摯に実践する職員の日々の取

組の積み重ねにより醸成される。日常の業務や私生活での行動がコ

ンプライアンスの観点からどう評価されるのかを定期的に確認する

ことは、コンプライアンスの観点から重要である。

コンプライアンス意識の向上を図るため、非違行為を具体的に示

したセルフチェックシートを導入し、職員が自らの行動を定期的に

振り返り、点検を行う。

２ 職員管理のあり方

(1) 定期的な人事異動

元職員は、機械設備の維持管理に関する業務に、前職の下水道施

設課も含め12年間従事し、専門知識を有していた。人事異動により

所属課が変わっても髙富製作所とは旧知の間柄ということで、技術

的協力関係を継続していたことが本事件の背景にあることは否めな

い。

利害関係者との癒着を未然に防止する観点から、特定の業者と接

触する機会の多い業務に携わる職員については、長期間にわたり同

一業務に携わらせないあり方を検討する。

(2) 業者との接触の記録化

業務マニュアル等に従って適正に行われている工事や修繕であっ

ても、同じ業者と継続して頻繁に接触することで、癒着に発展して

しまう危険性がある。業者との接触状況を客観的に点検し、癒着を

未然に防止する観点から、打合せや現場立会いなどで業者と接する

場合は事前に報告し、接触後はデータベース、書面等に記録するこ

ととして、業者との接触状況を管理できる体制をつくることとする。

(3) 内部公益通報制度の周知徹底

秋田市では、公益通報者保護法（平成16年法律第122号）に基づ
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く職員等からの公益通報の受付体制を整備することにより、法令遵

守体制の充実を図ることを目的として、平成21年４月１日に内部通

報窓口を総務部総務課に設置している。

内部公益通報を行える者は、秋田市の職員および秋田市の請負契

約その他の契約に基づく事業に従事する労働者等とされていること

から、この制度を上下水道局の職員はもとより、各種契約の締結時

に公益通報制度に関する業者向けの説明書を配布するなど広く周知

を図り、汚職の未然防止につなげることとする。

(4) 風通しのよい職場づくり

ア 悪いことは悪いと言える職場づくり

コンプライアンス意識に関する調査において、このような事件

を起こさないために組織として必要なことは何かとの設問に対し、

12％の職員が気軽に話のできる風通しのよい職場づくりと回答し

ている（45頁の資料８）。

部下や同僚、先輩の不祥事を発見したとき、又は不祥事の気配

を感じたときに、注意し合える人間関係の形成が大切である。

他人への無関心は、不祥事の温床となるばかりか、組織の弱体

化を招くおそれがある。

二度と不祥事を起こさないため、他の職員の言動に常に関心を

持ち、悪いことは悪いと言える職場づくりに努める。

イ 朝礼等による情報共有の推奨

課や係など、共通の目標のために業務を行う組織においては、

構成員の情報共有が不可欠である。朝礼、昼の打合せ、業務終了

前等、時間や場所にかかわらず、業務の日程、直面する課題、今

後の見通しなどを職員相互で確認し合うことが大切である。

不祥事の前兆に気付き、予防するとともに、組織の業務を円滑

に進めるため、朝礼等により情報の共有化を図る。

ウ 報告、連絡および相談の徹底
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報告、連絡および相談は、組織の円滑な運営の基本であるとと

もに、施設の維持管理を適正に行うためには必要不可欠なもので

あることから、これを徹底し情報の共有化を図る。

３ 業務執行体制の見直し

(1) 業務のチェック体制の強化

ア 修繕等随意契約実績の報告および管理

小規模修繕など業者選定部会の審議対象外となる契約案件につ

いては、発注状況を把握することにより、特定の業者に受注が偏

っていないかなどのチェックを行うべきであり、定期的に業者選

定部会に報告することにより管理する。

イ 随意契約実績の公表

現行の契約事務手続では、入札案件については、上下水道局ホ

ームページで入札に係る公告を行っているが、それ以外の案件に

ついては、基本的に公表していない。

本事件では、1,000万円を超える修繕の受発注についての情報

が一切市民の目に触れることなく行われていたことが遠因になっ

たと考えられ、一定のルールの下に随意契約の実績を公表する。

ウ 副担当制の徹底

ジェット配管修繕では、元職員は単独で業者と接触しており、

業務の補完とチェックを行うための副担当制が有効に機能してい

なかった。

主担当者の経験年数や業務に関する習熟度、業務の緊急性など

の予断にとらわれずにチェックを行うことができる体制をつくる

ことが、業務の適正な執行につながるものである。副担当制は、

２人体制による現場チェックなどの業務量の増加を伴うが、不祥

事を未然に防止するため、その実践を徹底する。

エ 随意契約担当者の届出制度



- 26 -

随意契約に関連する業務を担当する職員の倫理意識を維持する

ために、年度当初にその職員の職・氏名を届け出る制度を創設す

る。

(2) 修繕に係る契約事務の見直し

ア 緊急競争手続の創設

緊急修繕は、迅速性が求められる場合に有効な制度であるが、

チェック機能が働きにくい仕組みとなっている。設計・積算から

契約締結までに要する日数は、緊急修繕では２日程度、一般競争

入札では２、３箇月である。事務の適正さと競争性を確保しなが

ら、７日前後で契約締結ができる制度を創設する。

イ 業者選定部会による審議事項の拡大

既に検証したとおり、緊急修繕は、迅速性を優先させ業者選定

部会による審議を経ていない。業者選定の公平性および透明性を

確保するため、業者選定部会の審議対象に加えることとする。

ウ 上下水道局独自の小規模修繕契約希望者登録

上下水道局では、業者選定の公平性および透明性を確保し、小

破修繕が発生した場合に登録業者の中から選定する仕組みである

小規模修繕契約希望者登録制度を創設する。

エ 見積書の徴取手続の適正化

随意契約における見積書の徴取については、他社の見積書の取

りまとめを受注予定の業者に依頼する取扱いが、担当職員に実質

的な業者選定の権限を与え、業者との癒着を生じさせた可能性が

極めて高い。よって、２者以上から見積書を徴する場合は、指名

した業者が指定した期日までにそれぞれ見積書を持参することを

徹底し、競争性の確保、手続の適正化および関連規定の厳格な運

用を図る。

オ 業務マニュアルの点検・整備
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平成23年２月に秋田市能力開発委員会における事務の適正化専

門部会がまとめた「今後の内部統制に関する取組方針」では、日

常業務に関するリスクを洗い出し、その業務の工程管理にリスク

対応を組み込んだ業務マニュアルを整備することとしている。ま

た、マニュアル作成後に問題が生じた場合や新たなリスクが発見

された場合等は、必要に応じてマニュアルの見直しを行うことと

している。

上下水道局は、本事件を踏まえ業務マニュアルに不備がないか

を確認するとともに、本事件の発生を受け財務や契約などの事務

改善に関連した業務マニュアルの見直しを行う。

４ 再発防止策の取組状況

これまでに示した再発防止策については、可能なものから速やかに

着手しており、その取組状況は次のとおりとなっている。

分類 再発防止策 取組状況

１ コンプライ (1) 不祥事の根絶に ・外部講師によるコンプライ

アンス意識の 重点を置いた職員 アンス研修を実施（平成26

向上 研修の実施 年６月10日から12日まで）

(2) 不祥事の根絶の ・各課所において、それぞれ

ための課内研修お の実務に則した課内研修お

よびＯＪＴの活用 よびＯＪＴを継続的に実施

(3) 非違行為を具体 ・総務部人事課自治研修セン

的に示したセルフ ターが、全市役所職員を対

チェックシートの 象としたセルフチェックシ

導入 ートを作成し、８月26日付

けで通知

２ 職員管理の (1) 長期間にわたり ・７月１日付けで、総務課、

あり方 同一業務に携わら お客様センター、水道維持

せない定期的な人 課、浄水課および下水道施
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事異動への配慮 設課において、７名の人事

異動を実施

・平成27年度人事異動から本

格実施

(2) 業者との接触の ・８月１日からデータベース

記録化 管理を実施

(3) 職員、受注業者 ・全職員に対し、７月９日に

への内部公益通報 通知

制度の周知徹底 ・受注者に対し、７月14日以

降は契約締結時に文書を配

布し、それ以前に契約済み

の受注者には、７月14日か

ら29日までに通知

(4) 朝礼の実施等に ・７月16日から、上下水道局

よる風通しのよい の全ての係において朝礼を

職場づくり 実施

３ 業務執行体 ア 業者選定部会へ ・金額の多寡にかかわらず、

制の見直し の修繕等随意契約 随意契約の実績を上下水道

(1) 業務のチ 実績の報告および 局ホームページで公表する

ェック体制 管理 とともに、業者選定部会長

の強化 イ 上下水道局ホー に報告

ムページでの随意

契約実績の公表

ウ 不祥事の未然防 ・７月16日付けで、各課所長

止のための副担当 に 、 「 副 担 当 制 の 徹底 」

制の徹底 「立会い、協議時の副担当

者の同席」「小規模修繕に

おける副担当者の配置（修

繕伺に決裁欄を追加）」を

通知
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エ 倫理意識の維持 ・所管課所室長が毎年度、随

のための随意契約 契担当職員の職氏名等を人

担当者の届出制度 事課長に報告する制度を創

設

(2) 修繕に係 ア ７日前後で契約 ・緊 急 性 は 認 め ら れ るも の

る契約事務 が可能な緊急競争 の、見積書の徴取および予

の見直し 手続の創設 定価格調書の作成を行うと

ともに設計書等を作成し、

契約価格の競争を行った上

で、７日前後で契約を締結

する手続を創設

イ 業者選定部会の ・高額随契であって、緊急性

審議事項の拡大に 又は設計書等の妥当性を判

よる緊急修繕にお 断する必要が認められると

ける選定業者の審 き、決裁権者は、業者選定

議 部会に意見を求めるものと

する。

ウ 上下水道局独自 ・局発注の修繕を受注する意

の小規模修繕契約 欲がある業者を対象にした

希望者登録制度の 上下水道局小規模修繕契約

拡大 希望者登録制度を平成27年

１月に創設し、４月から実

施

エ 見積書の徴取手 ・９月19日に修繕担当者会議

続の適正化 を開催し、50万円以下の小

規模修繕において、随意契

約の理由を明確にし、２者

以上から見積書を徴する場

合は、指名した業者が指定

した期日までにそれぞれ見
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積書を持参することを徹底

するよう指示

オ 業務マニュアル ・７月17日に、局内の全マニ

の点検・整備によ ュアル(158)を対象に見直

る不祥事の再発防 し作業に着手し、８月29日

止 から一部運用を開始すると

ともに、再発防止対策等に

伴う見直し作業を継続実施

上記のうち、２(1)～(3)、３(1)、(2)ア～エについては、「随意契

約の方法による公契約等の締結に係る指針」に規定を設けて運用する。
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おわりに

上下水道局元職員が本事件を引き起こしたことにより、秋田市の上下水

道事業に対する市民の信頼は著しく損なわれた。

調査・再発防止委員会は、本事件の背景や原因を調査し、平成26年６月

23日に中間報告書を公表し、その中でコンプライアンスの遵守や随意契約

事務の適正化などの再発防止策を掲げた。現在、上下水道局では、この再

発防止策に着手し、信頼回復に向けた取組を進めているところである。

贈収賄事件の公判においては、元職員が行った非違行為や業者との癒着

の状況などが次々に明らかにされ、調査・再発防止委員会が把握できなか

った新たな事実も判明し、その対策についてもまとめたところである。

調査・再発防止委員会は、この最終報告をもって役割を終えるが、上下

水道局は、本事件による教訓を風化させないよう、コンプライアンスの強

化や随意契約手続の適正化など16項目の再発防止策を速やかに、そして着

実に継続実施していかなければならない。

また、今回の不祥事の直接的な原因は、元職員のコンプライアンス意識

の欠如にあり、職員個人の資質が大きく関わっているとはいえ、上下水道

局の職員は、公務員として果たすべき役割を改めて認識するとともに、不

祥事の再発防止のために、真摯かつ誠実に努力を重ねていかなければなら

ない。

上下水道局がライフラインを支える事業者として、一日も早く市民の信

頼を回復することを期待し、本事件に係る最終の報告とする。

平成26年12月５日

上下水道局収賄事件調査・再発防止委員会
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資料１ 上下水道局収賄事件調査・再発防止委員会設置要綱

平 成 2 6 年 ５ 月 ９ 日

上下水道事業管理者決裁

（設置）

第１条 上下水道局職員による収賄事件に係る事実関係を調査の上その原

因を究明し、再発防止の具体的な対策（以下「再発防止策」という。）

の策定および職員の服務規律の確保について検討するため、鎌田副市長

の統括の下、上下水道局収賄事件調査・再発防止委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長

に報告する。

(1) 事件の事実関係に関すること。

(2) 事件の原因究明に関すること。

(3) 不祥事の再発防止に係る具体策に関すること。

(4) 職員の服務規律の確保に係る具体策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関するこ

と。

（組織）

第３条 委員会は、上下水道事業管理者、上下水道局理事、総務部次長お

よび上下水道事業経営アドバイザー２名をもって組織する。

２ 委員長は上下水道事業管理者とし、副委員長は上下水道局理事とする。

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長

が欠けたときは、その職務を代理する。

（幹事会）

第４条 委員会に、委員長の命を受け必要な事項を調査検討する幹事会を

置く。

２ 幹事会は、上下水道局次長、上下水道局総務課長、上下水道局お客様

センター所長、上下水道局水道維持課長、上下水道局下水道整備課長、

上下水道局浄水課長および上下水道局下水道施設課長をもって組織し、
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幹事長を上下水道局次長、副幹事長を上下水道局総務課長とする。

３ 幹事長は、幹事会を掌理し、会議の議長となる。

４ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長

が欠けたときは、その職を代理する。

（会議）

第５条 委員会は、委員長が招集し、その進行に当たる。

２ 委員会は、過半数委員の出席によって成立する。

（意見聴取）

第６条 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者を出席させ、

その意見又は説明を求めることができる。

（報償金）

第７条 委員（秋田市の職員である者を除く。）に対する報償金の額は、

管理者が決定し、これを支払うことができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、上下水道局総務課が処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成26年５月９日から施行する。

【上下水道局収賄事件調査・再発防止委員会】

統 括 鎌 田 潔 秋田市副市長

委 員 長 佐 藤 佐太幸 秋田市上下水道事業管理者

副委員長 奈 良 正右衛門 秋田市上下水道局理事

秋田県立大学生物資源科学部生物環境
委 員 尾 﨑 保 夫

科学科教授

ＮＰＯ法人環境あきた県民フォーラム
委 員 蝦 名 萬智子

副理事長

委 員 中 島 修 秋田市総務部次長
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資料２ 上下水道局収賄事件調査・再発防止委員会の審議経過

上下水道局職員による収賄事件の発生を受けて、平成26年５月９日に上

下水道局収賄事件調査・再発防止委員会（以下「調査・再発防止委員会」

という。）を設置した。調査・再発防止委員会における審議の経過は、次

のとおりである。

１ 第１回調査・再発防止委員会

(1) 日 時 平成26年５月14日(水) 15:00～16:40

(2) 場 所 上下水道局川尻庁舎３階中会議室

(3) 出 席 者 鎌田潔副市長、佐藤佐太幸委員長

奈良正右衛門副委員長、尾﨑保夫委員

蝦名萬智子委員、中島修委員

(4) 審議事項

ア 収賄事件の概要、経過等について

イ 上下水道局の組織体制について

ウ 修繕に係る事務手続について

エ 上記アからウまでに対する質疑

２ 第２回調査・再発防止委員会

(1) 日 時 平成26年６月18日(水) 13:30～17:15

(2) 場 所 上下水道局川尻庁舎３階中会議室

(3) 出 席 者 佐藤佐太幸委員長、奈良正右衛門副委員長

尾﨑保夫委員、蝦名萬智子委員、中島修委員

(4) 審議事項 収賄事件に関する中間報告について

３ 第３回調査・再発防止委員会

(1) 日 時 平成26年６月21日(土) 14:00～15:30

(2) 場 所 上下水道局川尻庁舎３階中会議室
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(3) 出 席 者 鎌田潔副市長、佐藤佐太幸委員長

奈良正右衛門副委員長、尾﨑保夫委員

蝦名萬智子委員、中島修委員

(4) 審議事項 収賄事件に関する中間報告書について

４ 第４回調査・再発防止委員会

(1) 日 時 平成26年10月23日(木) 15:00～18:10

(2) 場 所 上下水道局川尻庁舎３階中会議室

(3) 出 席 者 佐藤佐太幸委員長、奈良正右衛門副委員長

尾﨑保夫委員、蝦名萬智子委員、中島修委員

(4) 審議事項 収賄事件に関する最終報告書（案）について

５ 第５回調査・再発防止委員会

(1) 日 時 平成26年12月５日(金) 16:30～17:20

(2) 場 所 上下水道局川尻庁舎３階中会議室

(3) 出 席 者 佐藤佐太幸委員長、奈良正右衛門副委員長

尾﨑保夫委員、蝦名萬智子委員、中島修委員

(4) 審議事項 収賄事件に関する最終報告書（案）について
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資料３ 関係職員の処分

１ 元職員に対する処分

本事件による非違行為は極めて悪質であり、上下水道局職員としての

品位を傷つけ、公務に対する市民の信頼を著しく失墜させたものであり、

公務員としてあるまじき非行であるとして、平成26年６月20日付けで元

職員を懲戒免職処分とした。

２ 管理監督職員に対する処分

本事件の直接的な原因は、元職員のコンプライアンス意識の欠如にあ

るが、部下職員の日常の管理および指導に係る責任者として、又は組織

のコンプライアンスに係る責任者としての職責に応じ、平成26年６月20

日付けで２名の職員を減給１箇月、２名の職員を戒告の各懲戒処分とし

た。
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資料４ 服務に関する通知の実績および上下水道局の職員研修実績

１ 服務に関する通知の実績

年月日 発信者 タイトル 内容

24. 5. 1 副市長 飲酒運転の根絶について 職員の酒気帯び運転および事故による

逮捕事案を受けての注意喚起

24. 5.31 副市長 事務処理ミスの再発防止に 事務処理ミス等の不祥事の続発に伴う

向けたコンプライアンス強 職員への注意喚起

化期間の設定について

24. 8. 2 副市長 事務処理の適正化と綱紀の ミスの根絶、飲酒運転の根絶等につい

保持等について ての注意喚起

24.11. 1 副市長 第２次コンプライアンス強 事務処理ミスの再発防止についての注

化期間について 意喚起および業務の点検に関する通知

24.11.22 副市長 綱紀の保持等について 年末を迎えるに当たり、服務規律の確

保、市職員の品位の保持等に係る通知

24.12. 3 管理者 綱紀の保持等について 衆議院議員総選挙における服務規律の

確保および年末にむけたにコンプライ

アンスの徹底、準公金の取扱、現場の

危機管理について通知

25. 2. 7 副市長 不祥事の根絶について 職員の携帯電話での盗撮行為による逮

捕事案を受けての注意喚起

25. 4. 8 人事課長 組織内のコミュニケーショ 情報共有、業務遂行の状況確認等に資

ンの活性化に関する取組に するための取組に関する通知

ついて

25. 4.19 副市長 綱紀の保持等について 人事異動および大型連休を迎えるに当

たり、服務規律の確保等に係る通知

25. 4.23 理事 事務処理ミスの再発防止に 設計の事務処理ミスによる入札中止を

ついて 受けて、再発防止について通知
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25. 7.16 副市長 コンプライアンス強化期間 業務マニュアルのない業務でのミスを

の設定について 受けての取組に関する通知

25. 8. 8 副市長 事務処理の適正化と綱紀の 事務処理ミスの発生を受けて、服務規

保持等について 律の確保等に関する通知

25. 9. 3 総務部長 事務処理ミス再発防止に向 事務処理ミスの発生を受けて、その再

けた取組について 発防止についての通知

25. 9. 6 次長 事務処理ミス再発防止に向 入札中止の事務処理ミスを受けた再発

けた取組について 防止の具体的な取組を通知

25.11.15 副市長 綱紀の保持等について 年末を迎えるに当たり、服務規律の確

保、品位の保持等について通知

26. 2.28 副市長 コンプライアンス強化期間 新年度を迎えるに当たり、適正かつ円

の実施について 滑な行政運営の確保について通知

26. 3. 3 理事 コンプライアンス強化期間 コンプライアンス徹底と適正な事務執

の実施について 行の確保について通知

26. 3.14 副市長 事務処理ミスの再発防止に 入札執行に係る事務処理ミスの発生を

ついて 受けて再発防止について通知

26. 4. 1 副市長 事務処理ミスの再発防止に 新年度のスタートに当たり、コンプラ

ついて イアンスの徹底等について通知

26. 4. 2 次長 コンプラインスの徹底につ 新年度のスタートに当たり、コンプラ

いて イアンスの徹底等について通知

26. 4. 4 副市長 綱紀の保持等について 人事異動に伴い、服務規律の確保と職

場環境づくりについて通知

26. 5. 1 管理者 綱紀の保持について 本事件を受けて、職員に対し口頭で訓

示（５月７日に上下水道局掲示板で改

めて通知）

26. 5. 1 副市長 コンプライアンスの更なる 本事件を受けて、市職員としての自覚

徹底について と公平公正な事務執行について通知

※表中の「管理者」は「上下水道事業管理者」、「理事」は「上下水道局理事」、「次長」

は「上下水道局次長」を指す。
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２ 上下水道局の職員研修実績

(1) 平成25年度部局研修実績

平成25年度実績
区分 研修項目 研修内容

実施日 受講者

基礎研修 コンプライアンス研修 交通安全意識の高揚を促し、無事

（安全運転講習会） 故・無違反の徹底を図ることを目

的に、交通事故の実態（疑似酩酊 12/16
89人

体験）、無事故無違反のための心 12/26

がけ、冬期間の安全運転、近年の

道路交通法改正等について

メンタルヘルス研修 心身共に健康で働ける職場づくり
1/29

と自己の予防と同僚に対するメン 73人
2/12

タルヘルスケアについて

ＣＳ研修 接客、応対、宣伝等を有効に行い

気持ちよく利用してもらえる条件
1/15

や状況を作り出し、お客様へのサ 42人
1/17

ービス向上を図るために、クレー

ム対応について

転入職員 上下水道局の事業およ 転入職員が速やかに業務対応でき

研修 び組織の概要 るよう水道・下水道業務全般の知
5/14

識の習得を図る。各課所の業務内 10人
5/15

容、事業の基本計画、関係法令お

よび財務等

専門実務 現場における安全対策 職員の安全管理意識および技術の

研修 に関する研修 向上を図り、工事現場における労
2/20 26人

働災害の防止を図ることを目的に

酸素欠乏症等の事故防止について

法制執務研修 例規改正の手法および法令に関す

る基礎知識の習得を図るため、法
6/26 20人

令の体系、例規ごとの制定改廃手

続、用字用語について
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(2) 平成25年度外部研修派遣実績

研修主催団体 受講者数 延べ日数

日本水道協会 20人 80日

日本下水道協会 ７人 13日

下水道事業団 ７人 64日

全日本建設技術協会 ３人 14日

その他 39人 71日

計 76人 242日

(3) 人事課自治研修センターのコンプライアンス関連研修受講実績

研修名 受講者数

新任参事研修 ３人

新任課長補佐研修 ３人

新任主席主査研修 ９人

新任主査研修 10人

課長研修（リスクマネジメント） ３人

業務ミス防止研修 ４人
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5
5
7
,
0
0
0

小
計

5
,
0
7
8
,
9
5
2

8
,
7
1
1
,
0
4
0

修
繕

原
価

計
9
,
7
3
2
,
4
2
8

一
般

管
理

費
等

1
,
3
0
8
,
9
6
0

一
般

管
理

費
式

1
1
,
5
0
7
,
5
7
2

1
0
,
0
2
0
,
0
0
0

計
1
1
,
2
4
0
,
0
0
0

1
0
,
0
2
0
,
0
0
0

修
繕

価
格

計
1
1
,
2
4
0
,
0
0
0

5
0
1
,
0
0
0

消
費

税
相

当
額

式
1

5
6
2
,
0
0
0

1
0
,
5
2
1
,
0
0
0

本
修

繕
費

合
計

1
1
,
8
0
2
,
0
0
0
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番
号

社
名

1
Ａ
社

2
Ｂ
社

3
Ｃ
社

4
Ｄ
社

5
Ｅ
社

6
Ｆ
社

7
Ｇ
社

8
Ｈ
社

9
Ｉ
社

番
号

社
名

1
Ｊ
社

2
Ｋ
社

3
Ｌ
社

4
Ｍ
社

5
Ｎ
社

6
Ｏ
社

7
（

有
）

髙
富

製
作

所

建
築
材
料
、
鉱
物
・
金
属
材
料
等
卸
売
業
、
機
械
器
具
卸
売
業
。
自
社
で
は
、
鋼
構
造
物
に
関
す
る
機
械
器
具
を
保
有
し
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
下
請
負
を
活

用
し
て
い
る
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可

ス
テ
ン
レ
ス
・
ス
チ
ー
ル
・
ア
ル
ミ
等
の
金
属
加
工
。
口
径
5
0
m
m
程
度
ま
で
対
応
可
能
な
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
は
保
有
し
て
い
る
が
、
口
径
8
0
m
m
の
曲
げ
加
工

な
ど
特
殊
加
工
に
つ
い
て
は
外
注
し
て
い
る
。
ま
た
、
緊
急
な
対
応
が
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
。
※
対
応
不
可

プ
レ
ハ
ブ
・
ユ
ニ
ッ
ト
ハ
ウ
ス
販
売
・
リ
ー
ス
、
プ
レ
ハ
ブ
解
体
・
移
設
お
よ
び
付
帯
工
事
一
式
、
重
・
軽
量
鉄
骨
建
築
・
設
計
・
施
工
・
監
理
、
一
般
建

築
工
事
請
負
業
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可

主
な
業
務
お
よ
び
パ
イ
プ
ベ

ン
ダ
ー
保
有
状
況
等

建
築
請
負
業
、
土
木
工
事
、
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
の
設
計
施
工
と
、
総
合
的
な
建
設
業
。
自
社
で
は
、
鋼
構
造
物
に
関
す
る
機
械
器
具
を
保
有
し
て
お
ら
ず
、

す
べ
て
下
請
負
を
活
用
し
て
い
る
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可

建
築
、
土
木
用
金
属
製
品
の
製
作
お
よ
び
販
売
等
。
（
主
要
製
造
品
：
暴
風
・
防
雪
柵
、
タ
ウ
ン
ネ
ッ
ト
等
）
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可

総
合
建
設
業
お
よ
び
建
材
・
鋼
材
の
加
工
販
売
（
主
要
製
造
品
・
取
扱
商
品
：
建
築
鉄
骨
・
橋
梁
・
防
雪
柵
等
）
対
応
で
き
る
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。

※
対
応
不
可

小
規

模
修

繕
契

約
希

望
者

登
録

業
者

（
鋼

構
造

物
H

2
5
.9

現
在

）

建
設

工
事

登
録

格
付

業
者

（
鋼

構
造

物
工

事
H

2
5
.9

現
在

）
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各
種

タ
ン

ク
修

繕
、

高
圧

配
管

修
繕

工
事

、
ス

テ
ン

レ
ス

配
管

修
繕

。
※

対
応

可
能

【
建

設
業

許
可

：
鋼

構
造

物
工

事
業

】

石
油
・
ガ
ス
等
の
貯
蔵
用
タ
ン
ク
設
置
等
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可
【
建
設
業
許
可
：
鋼
構
造
物
工
事
業
】

主
な
業
務
お
よ
び
パ
イ
プ
ベ

ン
ダ
ー
保
有
状
況
等

鉄
・
ス
テ
ン
レ
ス
・
ア
ル
ミ
等
の
金
物
製
作
、
溶
接
修
理
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可

鉄
骨
、
石
油
・
ガ
ス
等
の
貯
蔵
用
タ
ン
ク
設
置
等
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可
【
建
設
業
許
可
：
鋼
構
造
物
工
事
業
】

鉄
骨
、
ア
ル
ミ
、
ス
テ
ン
レ
ス
加
工
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可
【
建
設
業
許
可
：
鋼
構
造
物
工
事
業
】

鉄
骨
製
缶
設
置
等
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可

鉄
骨
工
事
、
建
築
金
物
工
事
、
鉄
骨
修
繕
工
事
、
鉄
骨
外
部
階
段
修
繕
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可

小
鉄
骨
（
工
場
・
倉
庫
・
駐
車
場
・
ス
テ
ッ
プ
・
タ
ラ
ッ
プ
・
手
摺
・
部
材
製
作
取
付
な
ど
）
製
管
・
配
管
な
ど
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可

資
料

６
施

工
可

能
業

者
の

調
査

結
果

(
口

径
8
0
㎜

、
曲

率
半

径
5
,
0
0
0
㎜

)

橋
梁
、
水
門
等
の

鋼
構
造
物
や
環
境
機
器
、
ク
レ
ー
ン
等
の
荷
役
設
備
の
設
計
、
製
造
、
据
付
。
建
設
機
械
・
鉄
道
車
輌
・
一
般
産
業
機
械
等
鋳
鋼
部
品
の

製
造
。
対
応
で
き

る
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可

道
路
標
識
・
区
画

線
工
事
、
法
面
緑
化
工
事
一
般
塗
装
工
事
。
土
木
資
材
販
売
（
景
観
型
防
護
柵
、
橋
梁
用
防
護
柵
、
円
形
側
溝
等
）
。
自
社
で
は
、
鋼
構

造
物
に
関
す
る
機

械
器
具
を
保
有
し
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
下
請
負
を
活
用
し
て
い
る
。
パ
イ
プ
ベ
ン
ダ
ー
無
し
。
※
対
応
不
可



徴取
実態

検証
結果

徴取
実態

検証
結果

徴取
実態

検証
結果

徴取
実態

検証
結果

総 務 課 30 4 2 0 0 4 2 26 28

お客様センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0

給 排 水 課 1 0 0 0 0 0 0 1 1

水道維持課 36 4 6 0 0 4 6 32 30

水道建設課 2 1 1 0 0 1 1 1 1

下水道整備課 422 1 68 0 183 1 251 421 171

浄 水 課 97 4 23 0 8 4 31 93 66

資料７ 修繕の随意契約における見積書の徴取実態と検証結果との比較表

小計
①＋②

②緊急性
（見積書1者）

見積り合わせ(Ｂ)

平成25年度の50万円以下の小規模修繕（５万円未満の少額契約除く。）を対象に、見積書の徴取
実態と、修繕の内容や性質を踏まえ特殊性や緊急性を検証した結果を比較した。

課 名
50万円以下
修繕件数
(A)+(B)

単 独 随 契 (Ａ)

①技術の特殊性
（見積書1者）

浄 水 課 97 4 23 0 8 4 31 93 66

下水道施設課 186 0 6 0 104 0 110 186 76

774 14 106 0 295 14 401 760 373

－ 1.8% 13.7% 0.0% 38.1% 1.8% 51.8% 98.2% 48.2%
計

【比較結果】

50万円以下の修繕件数774件のうち、本来、１者から見積書を徴取して契約すべき修繕の件数

（Ａ）は、①技術の特殊性を理由とするものにあっては徴取実態14件（1.8％）に対し検証結果

が106件（13.7％）となり、92件（11.9％）増加、②緊急性を理由とするものにあっては徴取実

態０件に対し検証結果が295件（38.1％）に増加した。

また、２者以上から見積書を徴取して契約すべき件数（Ｂ）は、760件（98.2％）から373件

（48.2％）となり、387件（50.0％）減少した。
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資料８ コンプライアンス意識調査と職場討議結果

上下水道局では、職員のコンプライアンス意識の現状を把握し、不祥事

の再発防止策の検討を行うため、管理者、理事および次長を除く職員を対

象にコンプライアンス意識に関する調査と職場討議を実施した。

１ 調査期間：平成26年５月21日から６月11日まで

２ 対象人数：193名

３ 調査内容

(1) 九つの設問によりアンケート調査を行い、その回答を基に各所属長

が個別面接を実施

(2) 調査で明らかになった次の主な四つの課題について、係単位で再発

防止策を討議

ア 業務のチェック体制

イ 修繕等の発注方法

ウ 職員のコンプライアンス意識

エ 職員管理

４ 調査結果のまとめ

調査結果から、半数以上の職員が、「今回の事件の原因は公務員とし

てのモラルの欠如であり、法令遵守を心がけることが重要」と認識して

いることが明らかとなった。また、組織として事件を防ぐことができな

かった原因は、「一担当者の判断を過信したこと」や「チェック体制の

形骸化に原因がある」とする回答が多数を占めた。

職場討議においては、複数職員による業務チェック体制の強化や、発

注や業者選定方法の見直し、コンプライアンス研修の充実、同種の業務

に長期に勤務させないような職員管理など多様な意見が示された。

詳細は、次ページ以降のコンプライアンス意識に関する調査結果

（46頁～49頁）およびコンプライアンスに関する職場討議結果（50頁～

60頁）のとおりである。



① 身近な同僚が起こした衝撃的な事件である

② 局の信頼を損ねる行為であり､回復が大変である

③ 公務員としてあるまじき行為である

④ 思ってもみなかった

⑤ 誰にでも起こりうることである

⑥ その他

アンケートの自由記述を分類して集計した。複数回答については、意識として一番強
く主張のあったものを集計対象とした。

コンプライアンス意識に関する調査結果

回答数 193人

【設問１】今回の事件をどのように受け止めていますか

【設問２】今回の事件の原因は何だと思いますか

70
36%

65
34%

33
17%

12
6%

10
5%

3
2%

①

②

③

④ ⑤

⑥

3 ⑥

－ 46 －

① 公務員としてのモラルの欠如

② 業者との馴れ合い

③ 長期間同じ業務を担当したことによる弊害

④ チェック体制の形骸化

⑤ 随意契約制度の欠陥

⑥ 職員管理の甘さ

⑦ その他

① 公務員としての自覚を持ち、法の遵守に心がける

② 利害関係者とは、一定の距離をもって接すること

③ 公務員としての個人の資質の向上を図る

④ 職員同士のコミュニケーションを推進する

⑤ 業務を複数の職員で行う

⑥ その他

【設問３】(個人)このような事件を起こさせないために必要なことは何ですか

111

57%
37

19%

17

9%

11

6%

9

5%
5

3%

①

3

1％

②

③

④
⑤

⑦

⑥

131

68%

31

16%

12

6%

8

4%

4

2%
7

4%

①
②

③

④
⑤ ⑥

－ 46 －



① 注意喚起や研修の回数を増やす

② 業者と癒着をおこさないためのチェック体制の強化

③ 定期的な人事異動について配慮する

④ 業務を複数の職員で行う

⑤ 気軽に話のできる風通しのよい職場づくり

⑥ 随意契約制度の見直し

⑦ その他

① 一担当者の判断を過信したこと

② チェック体制の形骸化

【設問４】今回の不正行為は、なぜ見逃されていたと思いますか

【設問３】(組織)このような事件を起こさせないために必要なことは何ですか

60

31%

29

15%28

15%

27

14%

23

12%

16

8%

10

5%

6415

10

5%
21

11%

①

②
③

④

⑤

⑥
⑦

①
⑥ ⑦

－ 47 －

② チェック体制の形骸化

③ 「かもしれない」ということへの危機意識の欠如

④ 気づくことが難しかったと思う

⑤ わからない

⑥ 随意契約制度への認識の甘さ

⑦ その他

① 業務を複数の職員で行う

② 工事発注形態の見直しが必要である

③ 業者の受注回数・金額等をチェック

④ 緊急修繕における契約マニュアルを作成しチェック

⑤ 決裁に第三者的視点の審査する職員をおく

⑥ 担当者が業者選定に関わった履歴をチェック

⑦ その他

【設問５】今回のような不正行為を防ぐには､どのようなチェック体制が必要ですか

64

33%

39

20%

23

12%

21

11%

15

8%

91

47%

39

20%

20

10%

8

4%

6

3%

5

3% 24

13%

①

②③

④

⑤

⑦

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

－ 47 －



① 思う

② 思わない

【設問７】今の職場では､コミュニケーションが十分図れていると思いますか

【設問６】今の職場は、仕事をしやすい環境にあると思いますか

184

95%

9

5%

19

10%

②

①

②

① 思う

② 思わない

① いる

② いない

【設問８】職場で仕事を進める上で、信頼できる上司、先輩はいますか

174

90%

188

97%

5

3%

①

①

②

－ 48 －



① 随意契約制度の改善に対する意見

② 回答なし

③ 人員配置に関する意見

④ 研修・啓蒙に関する意見

⑤ コミュニケーションに関する意見

⑥ 受注履歴のデータベース化

⑦ その他

【設問９】改善策等について、自由に記入してください

71

37%

41

21%

24

13%

22

11%

18

9%

9

5%

8

4%

①

②③

④

⑤

⑥
⑦

－ 49 －
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コンプライアンスに関する職場討議結果

〔テーマ①および②について〕

具体的な再発防止策について係の案をとりまとめ
課係名

①業務のチェック体制 ②修繕等の発注方法

総務課 庶務係 ・組織として維持管理マニュ ・根拠資料や事前協議を義務

アルを確立させて、緊急修 づけるなど随意契約手続を

繕とならない維持管理に努 厳格化させる。

める。 ・業者への抑止として、総務

・複数職員での執務体制およ 部と協議の上、不祥事に関

び報告体制を整える。 連した業者を市の発注から

・業者との関わり合いをチェ 完全に排除するルールを作

ックできるよう職員の工事 る。

発注状況をＤＢ化する。

経営企画係 ・主務者、副務者制度の徹底 ・契約先選定権限を事業課に

・報告、連絡、相談の徹底 与えない。

経理係 ・業務は複数の職員で行い、 ・小破修繕の業者選定は係内

担当者がどの業者を使って に業者選定部会のようなも

いるかを小破修繕報告によ のを設置し、地区割や輪番

りチェックし、何か気づい 制などにより業者を選定す

たことがあった場合に備 る。

え、通報、面談などの体制 ・緊急の場合、応急処置がで

を整える。 きるものは、まず応急処置

して入札までの時間を確保

する。

・緊急度が高いものは緊急修

繕で行い、それ以外は、入

札までの時間を短縮して行

うなど、緊急度により区分

する。

・単独随意契約の場合は、必

ず理由等を口頭で聞き取り

する。

管財係 ・業者の受注状況とその担当 ・緊急修繕については、緊急

者の状況を把握する。 の審議部会を開催して審議

・業務発注後、担当者を変え する。

る。 ・小規模修繕については、可

能な業務は輪番制にする。

・小規模修繕の発注は、２人
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以上でチェックする。

お客様 管理係 ・月に一度、自分の業務内容 ・決定から発注までの流れ

センター （チェックシート等）を報 （見積方法等）の詳細を記

告し、偏った業者との接触 録として残す。

を防ぐ。 ・随意契約の契約担当者は複

・主担当・副担当によるペア 数名とする。

制を徹底するなど、サポー ・業者との打合せは複数で行

ト体制の整備・強化を図 う。

る。

・専門職（電気・機械等）の

職員を１名ではなく複数で

業務を行えるようにする。

料金係 ・決裁が自分に回ってきたと ・業者との癒着を防ぐため

きに、内容を十分に確認す に、業者の偏りをなくす

る。 る（具体例として輪番制・

・決裁書類の情報のみに頼ら 地区割等）。

ず、自ら例規集等で情報を ・緊急や小規模の場合でも手

集めて、それらを基に適正 続を省略しない（見積依頼

かどうかを判断する。 書により見積書を徴するな

・一つの業務を一人で行わな ど）。

い、あるいは一人の考えで

決定しないように、必ず副

務者をつける等、連携を図

る。

・業者選定の理由など、起案

の内容を本人、あるいは起

案に関係した人に聞き取り

を行う。

・決裁の押印簡素化により、

関係者以外は起案に目を通

す事が少なくなり、係内で

も職員がどのような業務を

行っているか分からない場

合が多々ある。決裁者を多

くすることで起案や設計に

対しての質疑が生じ、様々

な意見交換でチェック体制

が強化される。

・業者等の打合せは単独で行

わず、必ず数人で行うよう
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にする。

・起案文書には、根拠となる

資料を添付する。

給排水 普及指導係 ・全ての業務を複数で担当す ・同年度に複数件受注する場

課 る（チェックリストの作成 合の要件を厳正に行う（３

等が必要）。 件目からは基本的に除外す

る。）。

審査検査係 ・前任者の踏襲をしない。 ・小規模修繕業者選定は、担

・チェックシートを作成し、 当、係長、補佐が行い、最

最終確認者が押印を行う。 終決定を課長がする。

・業務担当を複数にする。 ・１社ごとに見積りを依頼す

る（３社以上を原則とす

る。）。

水 道 水道維持係 ・複数の職員で確認する等、 ・業者の選定方法や随意契約

維持課 チェック体制を強化する。 等に関する他都市の実態調

・係の発注状況を確認するた 査を行い、その結果を反映

めのフォルダを作成する させる。

等、係内における情報の共 ・同一業者に対する発注限度

有化を図る。 額を、担当者ごと又は係ご

とに設定する。

・業者選定は、職員が単独で

行わず、上司の意見を取り

入れる方法を導入する。

管路情報係 ・管理職のチェック体制の強 ・緊急工事は必要最小限と

化が必要であるが、業務に し、透明性を持たせる。そ

精通していない管理職が何 のためにはマニュアルの作

人いても無駄である。適切 成や担当個人が業者選定で

な人事が大事と思われる。 きないようにする。

漏水防止係 ・利害関係者とは私的な関係 ・随意契約や緊急修繕の発注

を持たず、適正な発注を行 方法を再検討し、複数の職

う。 員で業務を行っていく。

水 道 水道計画係 ・当たり前のことを当たり前 ・改善点なし

建設課 に行う。

整備第一係 ・契約状況の履歴をパソコン ・重要度の高いものは、年次

で共有できるシステムを構 計画で工事発注に努め、極

築し、係内月１回程度の打 力随意契約を少なくする。

合せ会議の中で状況を係員 ・小規模修繕業者の選定を基

全員で確認する。 本的に輪番制にする。

整備第二係 ・業務に精通した複数の職員 ・修繕を伴う業務を包括委託

によるチェック体制を構築 する。
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する。

下水道 下水道計画 ・業者から業務完了時に利益 ・コンピュータによるランダ

整備課 係 提供の有無を書面で提出さ ム抽出により業者を決め

せる。 る。

下水道整備 ・コンプライアンス管理シス

第一係 テムの構築

下水道整備 ・経理担当者や管理職が、発 ・施設修繕において、高額な

第二係 注状況を容易に把握できる 緊急修繕を廃止するととも

ような台帳管理を行う。 に、定期点検の実施によ

・２人一組体制で、互いがチ り、計画的な更新計画（実

ェックして、発注に偏重が 施計画）に基づいた修繕発

ないようにする。 注を行う。

・同じ修繕監督者と工事業者 ・小規模修繕業者の輪番制、

の組合せを極力減らす。 地域制を取り入れ、発注に

対し公平性を保つようにす

る。

下水道維持 ・修繕業者への発注状況（件 ・現行の下水道管渠維持管理

係 数、請負金額合計）を局全 業務委託の契約を拡大（人

体で確認できるようなデー 員増、契約機械の追加、１

タベースを作る。 社から数社のＪＶにする

等）し、陥没仮復旧などの

緊急修繕、軽微な修繕は、

業務委託として施工する

（緊急修繕等の際業者を選

択しなくてよくなる。）。

・委託業者で対応できない修

繕、又は比較的時間がとれ

る修繕は、現行の随意契約

とする。

・浄水場、処理場の緊急修繕

は、施設、機械ごとに修繕

業者を入札により年度契約

であらかじめ決めておく。

浄水課 浄水管理係 ・とにかく、コミュニケーシ ・今まで以上に慎重に行う。

ョンをとる。 ・小規模修繕業者名簿の有効

・業務内容の把握（係内） 利用（業者選定を総務課

で行う。）

設備係 ・業者との業務以外の話は必 ・緊急修繕の場合、緊急対応

要最小限に止める。業者と できる工事施工業者をあら

の付き合いは仕事上でのこ かじめ各職（建築・機械・
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とであり、趣味や先輩、後 設備・電気・計装等）何社

輩といった個人的な付き合 か選定して決めておき、公

いは厳に慎む。 平を図るため指名入札とす

・現場等に出る際は複数人で る。

行動し、業務について、組 ・小規模修繕において個人の

織として情報共有を図る。 経験則に基づいた発注方法

・課や係で、個人の業務報告 をやめ、随意契約や小規模

や予定等の報告の場を設 修繕等を行う際には、修繕

け、チェック体制を整え が必要な理由等を課内で協

る。 議し情報を共有する。

・業務内容の周知徹底を図 ・業者選定方法についてのマ

り、チェックする側とチェ ニュアル等を作成する。

ックされる側が、なれ合い

にならないように緊張関係

を保持する。

・業務の進捗状況について定

期的に報告を行い、係内ミ

ーティングを充実させる

（週初めに先週までの報告

と、今週の予定などを報告

する。）。

水質管理室 ・業務を複数の職員で行いバ ・特定業者の選定を繰り返し

ランスと効率を考慮したチ ていることがわかるように

ェック体制を構築する。 する。

・チェック体制の意思決定過 ・随意契約を減らす。

程の記録を残し、透明性を

確保している書類を作成

・第三者（他課）又は外部に

よる監査等を実施し評価を

書面に残す。

下水道 管理係 ・業務を主務者、副務者の複 ・予算管理部門や他の係との

施設課 数体制でチェックしながら 発注過程を確認しながら進

進行させ、さらに他の職員 行させ、年３回程度の定期

が業務状況を具体的に確認 監察を行う内部組織を作り

する組織的なチェックを徹 実施する。

底する。

維持係 ・原則、現行の業務体制を維 ・原則、現行の方法を継続し

持しながら、新たな強化策 ながら、強化すべきところ

として外部視点（担当課以 （課・係員を対象としたチ

外で透明性を確保する）の ェック体制）も検討し、新
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導入を検討する。 たに外部視点を導入して

・係内および係間のチェック （透明性を確保する）、他

体制を整備する。 の係員等により発注を精査

し、業者選定方法等を強化

する。

設備係 ・機械、電気など、同じ職種 ・業者選定を外部又は内部の

の技術職員の会を設け、普 別部署（新設もあり。）に

段からコミュニケーション 委ねる。

（懇親会等含む。）を図 ・課長、補佐、係長が担当内

り、緊急施工等の必要が生 の適性や仕事量等を考慮・

じた場合、検討会を開催す のうえ協議し、担当を指名

る。 する。

〔テーマ③および④について〕

具体的な再発防止策について係の案をとりまとめ
課係名

③職員のコンプライアンス ④職員管理

総務課 庶務係 ・定期的な倫理研修の実施 ・技術継承が進むようなシス

・常日頃から法令遵守や公務 テムを作り、人事異動（市

員として自覚を持たせるよ 長部局との交流を含む。）

うに、リーフレットの掲示 しやすい体制を構築する

や掲示板での周知を徹底す ・職員の状況（家庭、家族、

る。 趣味等）を把握するため

・自己診断チェックの導入 に、コミュニケーション

（打合せ、面談、懇親会）

を図る（ただし、立ち入り

すぎない）。

・上司による定期的面談の実

施

経営企画係 ・服務規律の徹底 ・業務の進行管理の徹底

経理係 ・コンプライアンス研修はや ・人事面では、長期間同じ業

り過ぎると「またか」とな 務を行った場合のメリッ

ってしまい、期間があきす ト、デメリット、短期間の

ぎると意識が薄れしまうの 場合のメリット、デメリッ

で、２年に１回位の頻度が トなどを考慮し、課内異動

適当と思われる。研修の内 も含めてバランスを取っ

容は、もしやってしまった て、極端に長期や短期とな

場合の怖さなども含んだも らないように行う。

のとする。なお、コンプラ

イアンス徹底の通知は半年
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に１回程度で継続してい

く。

管財係 ・常に公務員としての自覚を ・同じような業務を長年担当

持つことを意識させる。 しないよう人事異動で考慮

・研修会の開催 する。

・汚職等防止を促すリーフレ ・各課長が月１回注意を促

ットを配布する。 す。

・職員の家族に収賄防止のリ

ーフレット配布

・処分事例の公表

・業務遂行のサポート体制の

充実

・勤務時間中の職員の携帯を

チェックする。

・利害関係者との接触は、複

数で対応し、やむを得ず単

独で対応するような場合は

上司への事前、事後報告を

徹底する。

お客様 管理係 ・汚職防止ビデオや研修（職 ・専門職が業務上１名ではな

センタ 場研修）を全職員を対象に く複数名になるような人事

ー 実施する。 異動を行う。

・全職員向けに、汚職となる ・管理監督者が率先して、職

具体的な内容を記載したリ 員間のコミュニケーション

ーフレットを作成する。ま 機会の確保に努める

た、職員の家族に対する協 ・職員の小さな変化も見逃さ

力依頼として、職員の家族 ないような体制づくりをす

向けリーフレットも作成す る。

る。

料金係 ・コンプライアンスを高める ・係内のコミュニケーション

研修を行う。 を増やす（例えば、交流す

・自分の業務がどのような法 る機会を設ける、普段の業

令に基づいて行われている 務中でも係の中で話をして

かを確認する。 雰囲気を良くする。）。

・積極的な業務改善に取り組 ・レクリエーションを設ける

む。 など、コミュニケーション

・研修等でコンプライアンス をとる。

を学ぶ、又は教えられるこ ・長年同じ課所に勤務し続け

とにより、コンプライアン ることのないように人事異

ス意識を持たせる。 動を活発に行う。
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・局内に監査する組織を設け

る。

・業者との接し方を見直す

（対等に接する。）。

・業者を課内には入れない。

給排水 普及指導係 ・研修は必要不可欠ではある ・課の職員は個々の仕事に対

課 が、個々の意識の向上のた して担当以外であっても関

め、コミュニケーションを 心を持ち、職場環境は管理

おろそかにせず、初心に返 する側が構築に努める。

った公務員としての資質の

向上を図る。

審査検査係 ・課内の朝礼を毎週行う。 ・人事異動の見直し

・コンプライアンス研修を定 ・管理職は、お金に関わる業

期的に行う。 務については慎重にチェッ

クを行う。

・個人面接の回数を増やす

・特定の人に業務が集中しな

いよう配慮する。

水 道 水道維持係 ・研修の機会を増やす等、公 ・定期的な打合せを行う等、

維持課 務員としての意識向上の徹 係内のコミュニケーション

底を図って行く。 を十分に図る。

・ＤＶＤ等を活用した研修を ・同一職場に長く配置しない

行い、コンプライアンス意 など、適正な人事異動を行

識の向上に努める。 う。

・職員の家族にも理解や協力

を求めるため、職員の自宅

にリーフレット等を郵送す

る。

管路情報係 ・研修を多くするべきだが、 ・上司、同僚との日頃のコミ

マンネリ化した堅い研修で ュニケーションが一番大事

なく、このような事件の事 であるが、各事業所に意見

例を集め、それについて討 ボックスを設置し、直接言

議するような研修が必要 いにくい意見を入れてもら

う。それにより局内で早期

に発見できることがあるか

もしれない。

漏水防止係 ・法令はもとより社会の良識 ・職員の健康管理や悩みなど

やルールなどを遵守する。 を解消するためにコミュ二

ケーションを活用する。

水 道 水道計画係 ・啓発と訓辞 ・コミュニケーションを常に
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建設課 行う。

整備第一係 ・各課、業務により遵守する ・同じ職員が長期にわたり、

法令が違う場合があるの 随意契約の担当することの

で、局全体のコンプライア ないようにする。

ンス研修と併せて課単位で

の研修を実施する。

整備第二係 ・倫理や法律に関する研修を ・定期的に人事異動を行う。

定期的に行う。 ・業務で使用する携帯電話を

準備し個人の携帯番号を業

者に教えない。

下水道 下水道計画 ・人事院のように実例集を作 ・短いスパンでの人事異動

整備課 係 成し、研修会を開く。 ・月に一度の係長面談

・ビデオによる研修

下水道整備 ・係内、課内ミーティングの ・業務のパートナー制

第一係 徹底

下水道整備 ・定期的にコンプライアンス ・定期的な打合せの徹底を図

第二係 研修を行い、法令遵守の意 り、業務の進捗状況、健康

識を植え付け徹底させる。 状況等の把握に努める。

・職場内のみでなく、家族へ

もコンプライアンスについ

て知ってもらい、公私共に

法令遵守に心がける

・課所室単位で懇親の機会を

ふやしたり、コミニュケー

ションの場を設けるなどし

てメンタル、健康管理も併

せて実施していくべき。

下水道維持 ・定期的な倫理研修とコンプ ・自己評価面接時、コンプラ

係 ライアンスに関するアンケ イアンスに関するアンケー

ート調査 ト調査に基づき個人の業者

との関係をチェックする。

浄水課 浄水管理係 ・自分の意識付けをしっかり ・業者との打合せ等は複数で

持つ。 行う。

・上司は、係総括の立場にあ

ることから、一人仕事にな

らない環境を作る。

・業者に対し、仕事をさせて

いるのではなく、仕事をし

てもらっているという意識

が大事。
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設備係 ・常にコンプライアンス遵守 ・受注者との適切な関係が築

と公務員としての自覚を持 かれているかの確認、注意

ち、業務に取り組む。不適 喚起を行い、職員がどのよ

切な行動をしている職員を うな業務を行っているか把

見た場合は速やかに上司に 握する。また、同じ部署、

報告する。 担当職を長期にわたって継

・公務員として、以下のこと 続させない。

を踏まえて常に緊張感を持 ・業務内容の報告と聞き取

って業務に当たる。 り、その日の行動の把握、

(1) 関係法令を総合的に理 立入り業者との関係性の把

解し、法の遵守につとめ 握を行い、常に監視する。

る。

(2) 公正な職務を遂行す

る。

(3) 職務や地位を私的利益

のために用いない。

(4) 疑惑や不信を招くよう

な行為はしない。

(5) 公務の信用を常に意識

して行動する。

・コンプライアンス意識の醸

成を図る研修の開催や、コ

ンプライアンスを遵守して

いるか個人でチェックする

ようなシートを作成し、定

期的に記入させる。

・定期的な研修を行う際に、

外部から講師を招いて事例

中心の研修を行い、非違行

為を行った場合、どのよう

な措置が取られるかをしっ

かりと把握させ、抑止力と

する（講師は警察関係者等

を考えてみては）。

水質管理室 ・担当者から契約業者に、コ ・週一でミーティング等を開

ンプライアンスに関する書 き業務のチェックが出来て

面を、契約段階で渡す。 いるか確認する。

・過去の事例や具体的な内容 ・コンプライアンスに関する

の研修を行い、年一回の受 ハンドブックなどを作成し

講を義務化する。 常時見られるようにする。
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・局内異動ではなく、市長部

局など環境の変化がある所

へ異動させる。

下水道 管理係 ・全員を対象とした汚職防止 ・係内のミーティングで毎日

施設課 研修と、管理職による職場 のスケジュールや業務の進

管理の視点から、汚職の危 捗状況、課題などの情報を

険性を見抜く「気づき」の 共有して、コミュニケーシ

力を重視した研修をそれぞ ョン機会の多い明るい職場

れ年１回実施する。 にする。

維持係 ・組織あげてのコンプライア ・職員の単独行動を排除し

ンス関連の啓蒙活動はもと （主務者・副務者の共同業

より、全職員を対象とした 務）、係長への書面（修繕

研修を定期的（事案を風化 の議事録）での報告（記録

させない間隔で）に実施 を残す）をする。

し、コンプライアンス意識 ・組織的に声かけ運動を展開

の欠如に陥らない、陥らせ し、さらには管理職との面

ない意識の向上および改革 談機会を増やして、日頃か

を図る。 らのコミュニケーションを

取る。

設備係 ・このような事件を起こした ・家族にも注意を促す書面を

場合、家族・親戚等の身内 送る。

がどれだけ悲惨な状況に陥

るか、ということをビデオ

などで具体的に示し、犯罪

行為がいかに割に合わない

ものなのかということを認

識させる研修を実施する。


